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平成 26 年 10 月 29 日 午後３時 30 分 

東 京 証券 会 館 ５階  第１ 会 議 室 

日 本 証 券 業 協 会 

 

 

議 案 

 

○ 上場株券等の取引所外売買の誤報告への対応について 

 

 

以  上 
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取引所外売買の誤報告への対応方針に係る論点について（タタキ台） 

 

平成 26年 10月 29日 

 

１．再発防止策 

(１) 会員におけるもの 

① 報告の正確性を確保するためのシステム及びチェック等の体制整備 

➣ 当該体制整備は、各社において、実情に応じ適切な体制を整備することが基本であ

ることに変わりはない。 

➣ そのうえで、取引所外売買を行う会員各社に対し、一定の当該体制整備を求めるこ

とでよいか。 

◆ 求められる体制整備について、どのような内容が考えられるか。 

・ チェック体制等の整備（業務フロー、人員配置、システム化など） 

・ なかでも、システム上の措置として、いわゆるハードリミット・ソフトリミット

の設定 

・ その他会員各社が必要と認める体制 

・ 上記の体制整備の状況に関する内部監査 

◆ 当該体制整備について、規則化する必要があるか。また、その必要がある場合、各

社の実情やコストも考慮しつつ、どの程度のものを規則化する必要があるか。 

（例） 協会員における注文管理体制の整備に関する規則 

 

② 報告前後における報告内容の十分なチェック 

➣ 報告前における報告内容のチェックとして、どのような方法が考えられるか。その

場合、原則５分以内報告との関係で、どのような対応が可能か。 

◆ システム間直結の利用、システム化の推進（手作業の削減）やシステム上のチェッ

ク機能の導入等 

◆ 複数の担当者によるダブルチェック 

◆ 報告に利用する各種ファイル様式の統一化 

◆ その他会員各社が必要と認める方法 

➣ 報告後における報告内容のチェックとして、どのような方法が考えられるか。 

◆ エラー情報等の確認 

◆ 自社が報告し、公表・配信された情報の確認 

◆ その他会員各社が必要と認める方法 

➣ 当該チェックの方法等について、規則化する必要があるか。又は、具体的なチェッ

クの方法等までは、各社判断に委ねる方がよいか。 
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(２) 本協会におけるもの 

① 報告内容にハードリミット的な機能を設定することなど報告・公表システムに措置す

べき仕組みの構築 

➣ 本協会システムにおいて、発行済株式総数に対して一定基準（現行は「100％」）以

上の約定数量に係る約定報告を受け付けないこととする、ハードリミット的な機能（実

装済）を活用することについて、どのように考えるか。 

◆ リミットの基準は、公開買付規制（発行済株式総数の３分の１超）や、取引所市場

（立会市場、ＴｏＳＴＮｅＴ市場等）における誤発注防止機能（上場株式数の 30％超）

との関係から、一律的に「発行済株式総数の１／３超」（現行の「100％」を引下げ）

とすることでどうか。 

・ ＥＴＦなど一部の有価証券については、技術的な問題として、発行済株式総数に

相当する情報のデータが取得できないので、現在もチェックできていないが、チェ

ックできないと何か問題はあるか。 

➣ 数量以外の項目（価格、金額）に係るハードリミット的な機能については、特段設

けないことでよいか。 

◆ 価格関係は、取引の種類によっては、一律的な基準を設けることが困難。 

◆ 金額関係は、従前から約定報告を受けておらず、公表も行っていない。 

 

➣ また、本協会システムにおいて、発行済株式総数に対して一定基準（現行は「10％」）

以上の約定数量に係る約定報告に関し、報告受付後（公表後）、会員に対し注意表示を

する機能（実装済）を活用することについて、どのように考えるか。 

◆ リミットの基準は、取引所市場（立会市場、ＴｏＳＴＮｅＴ市場等）における誤発

注防止運用（上場株式数の５％超 30％以下）との関係から、一律的に「発行済株式総

数の５％超」（現行の「10％」を引下げ）とすることでどうか。 

・ ＥＴＦなどや、数量以外の項目（価格、金額）の取扱いについては、上記のハー

ドリミット的な機能と同様の取扱いでよいか。 

➣ 会員による誤報告防止のための取組みや、上記のような本協会システム上の措置に

加えて、新たに、本協会システムにおいてソフトリミット的な機能（一定基準以上の約

定数量に係る約定報告に関し、内容の事前確認や受付承認を設ける仕組み）を措置する

ことや、本協会にてリアルタイム監視を行うような体制を整備する必要があるか（注）。 

（注） 現行の本協会システムに非実装の機能を設けるには、新たにシステム開発が必要にな

るほか、本協会においてさらなる体制整備を図るには、増員等の手当てが必要。 

 

➣ コスト・ベネフィットとの関係（注）や、次期システムへのリプレース（平成 27年

４月開発開始予定）も考慮する必要。 

（注） 現行システムは年間２億円程度の開発・運用費用が発生しており、これらの費用の削

減を求められ、次期システムへのリプレースに当たっては、現に費用削減に向けて法令及

び規則の改正を行っていることも考慮する必要。 
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② 報告に係るオペレーション及び内部管理体制に係る自主規制やガイドラインの整備 

➣ (１)の体制整備及びこれに係る内部監査について規則化する必要があるか（再掲）。 

 

２．異例の事態が発生した場合の方策 

(１) 会員におけるもの 

① 当局及び本協会への経緯報告 

➣ 本協会及び当局への連絡を行う基準（「異例」の範囲）について、どのように考える

か。そもそも外形的な基準を設けることは適当か。 

◆ 注意メッセージが表示・電文配信された約定数量（発行済株式総数の５％超）の誤

報告を行った場合 

➣ 本協会及び当局への連絡手順・内容について、どのように考えるか。 

◆ まずは、報告公表システムにおける速やかな訂正・取消し 

◆ 訂正・取消しの内容を本協会に連絡（第一報は電話） 

 

② 重大な誤報告があった場合の当該経緯等の公表 

※ 誤報告を行った会員による当該経緯等の公表は不要、一方、本協会による発生状況

等の公表は必要との意見が大勢。 

 

(２) 本協会におけるもの 

① 経緯の把握と公表内容等 

➣ 本協会による公表を、例えば、次のように行うことについて、どのように考えるか。 

◆ 会員からの連絡後、本協会は、「異例な事態」（一定基準以上）に該当する誤報告が

発生していることを確認のうえ、会員からの連絡内容を公表。 

◆ 公表は、本協会の取引所外取引専用ホームページにおいて行う。また、日本証券業

協会ホームページのトップページにおいても、ヘッドラインを表示し、そこから取引

所外取引専用ホームページにジャンプできる仕組みを設ける。 

➣ 本協会による公表を行う場合において、再発防止のための抑止力として、誤報告を

行った会員名を公表することでどうか。 

 

(３) その他必要な措置 

➣ 会員各社の態勢整備状況の適切性については、本協会においても、必要に応じ、監

査を行うこととなると考えられる。 

➣ 誤報告に対する取扱いについては、個別事案ごとに実態に即して実質的に判断する

こととなる。 

 

以  上 

 

 

 

 

 



 

 

協会員における注文管理体制の整備に関する規則（平18. 4.18） 

 

 

（目  的） 

第 １ 条 この規則は、協会員が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買等（金融商品取引所の定め

る売買立会による売買及び立会による取引に限る。）に関して、注文の受託及び発注が誤った内容となること

を未然に防止するため、社内規則の制定その他の必要な措置を定めることにより、協会員における注文管理

体制の整備を図ることを目的とする。 

（社内規則の制定） 

第 ２ 条 協会員は、注文管理に関して、次の各号に掲げる事項について規定した社内規則を定めなければな

らない。 

１ 買付代金又は売付有価証券の事前預託に関する事項 

２ 注文受託時における注文内容の確認に関する事項 

３ 注文の発注制限に関する事項 

４ 注文の発注制限の解除に関する事項 

５ 注文の受発注業務に係る適切な人員配置及び研修等に関する事項 

６ 注文管理体制の検査に関する事項 

７ その他協会員が必要と認める事項 

（買付代金又は売付有価証券の事前預託） 

第 ３ 条 協会員は、顧客（機関投資家等を除く。）から注文を受託するに当たっては、原則として当該顧客

より買付代金又は売付有価証券の事前預託を受ける等により、取引の安全性の確保に努めなければならない。 

（注文内容の確認） 

第 ４ 条 協会員は、顧客から受託した注文の内容及び当該注文が当該顧客の資力等に照らして適切なもので

あるかどうかについて確認しなければならない。 

（注文の発注制限） 

第 ５ 条 協会員は、取引所金融商品市場への一の発注に関し、次の各号に掲げる制限について、協会員にお

いて適切と認められる水準においてそれぞれ設定しなければならない。 

１ 一定の規模を超える注文については、発注を不可とする制限 

２ 一定の規模を超える注文については、発注を行う前に管理者等（次条に規定する管理者等をいう。）によ

る発注制限の解除に係る承認を必要とする制限 

（管理者等の設置及び管理者等による発注制限の解除の承認） 

第 ６ 条 協会員は、前条第２号の注文の発注制限の解除の承認を行うことができる者（「管理者」という。）

を取引所金融商品市場への注文の発注を行う部店ごとに設置し、管理者は、注文の内容について確認の上、

適切と判断されるものについて発注制限の解除に係る承認を行わなければならない。なお、管理者はあらか

じめ定めた者（「管理者等」という。）に当該解除に係る承認の権限を委任することができる。 

（システム対応） 

第 ７ 条 協会員は、第５条の内容について自社において使用する売買受発注に係るシステムについて、必要

参 考 １



 

 

なシステム対応を行わなければならない。 

（適切な人員配置及び研修について） 

第 ８ 条 協会員は、社内規則を履行するために、注文の受発注業務に携わる役職員の業務適性の確認及び適

切な人員配置を行うとともに、適宜、研修等を実施することにより、役職員への周知、徹底を図ることに努

めなければならない。 

（注文管理体制の充実） 

第 ９ 条 協会員は、注文の受発注が社内規則に基づき適切に行われたか否かについて、内部管理統括責任者

の責任において定期的に検査を行わなければならない。 

 

付 則 

１ この理事会決議は、平成18年10月１日から施行する。 

２ 自主規制会議規則第12条に基づき、「自主規制会議決議」として取り扱う。 

付 則（平19. ９.18） 

この改正は、平成19年９月30日から施行する。 

（注）１ 本理事会決議を「理事会決議」から「自主規制規則」に改めるとともに、規則の名称を変更。 

２ 改正条項は、次のとおりである。 

 ⑴ 全体を条、項、号で表記。 

⑵ 第１条から第９条を改正。 
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タタキ台 

取引所外売買の誤報告への対応について 

 

平成 26年 11月●日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

上場株券等の取引所金融商品市場外での売買（以下「取引所外売買」という。）

に係る誤った報告（以下「誤報告」という。）及びこれに伴い証券市場の信頼性を

損なうことを防止するため、取引所外売買の報告を行う会員及び本協会において、

次の対応を図ることとする。 

 

１．取引所外売買の報告を行う会員において、改めて、当該報告に係るシステム

及びチェックの態勢について十分に確認を行い、必要に応じて、誤報告のリス

クを低減するための措置を講じる。具体的な措置は、例えば、次の措置を含め、

各会員がそれぞれの実情を踏まえて判断し、速やかに実行する。 

・手作業の機会を極力減らすシステムを構築する。 

・手作業が残る場合は、誤報告を生じさせないためのチェックの態勢を構築する。 

・取引所外売買の報告に係るフォーマットを社内で統一する。 

・報告後、報告公表システムの「エラー検索画面」において、メッセージが表示

されていないかどうかを確認する。 

 

２．取引所外売買の報告を受け付ける本協会の報告公表システムにおいて、当該

報告公表システムが認識している発行済数量の１／３（注１）を超える数量の報告

を受け付けないこととする（ハードリミット）。 

  また、報告公表システムが認識している発行済数量の５％超１／３以下の数

量の報告に対しては、注意喚起のためのメッセージを、当該報告を行った会員

に対して発することとする（注２）。 

（注１）現在は発行済数量の 100％となっているハードリミットの閾値を引き下げる。 

（注２）現在においても、報告公表システムが認識している発行済数量の 10％を超える数

量の報告に対しては、注意喚起のためのメッセージを、当該報告を行った会員に対

して発している。 

 

３．誤報告を行ってしまった会員は、規則（注３）が求めるところにより速やかに当

該誤報告の訂正又は取消しを行った上で、当該誤報告が重大なもの（注４）である

場合は速やかに本協会に当該誤報告について連絡する。当該連絡を受けた本協

会は、当該誤報告について、当該会員の会員名とともに、インターネット上で

公表する。 

（注３）「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第８条又は第 12

条 

（注４）誤報告の数量が発行済数量の５％を超えるもの 

 

以  上 

資 料 １－２ 


	00_議案_20141029
	01_資料1-1_201410229
	02_参考1_注文管理体制整備規則
	03_参考2_20141029
	04_資料1-2_20141029

